
平成 23 年 11 月 14 日 

｢中小企業金融円滑化法｣への取組みについて 

富士信用金庫 

当金庫では、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、最も重要な社会的 

使命と位置付け、その実現に取組んでおります。 

また、当金庫では、最近の経済金融情勢や｢中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための 

臨時措置に関する法律（以下、中小企業金融円滑化法といいます）｣の施行を踏まえ、これまで 

以上に中小企業及び個人のお客さまからの各種ご相談や貸付条件の変更等のお申し込みに迅速 

かつ適切にお応えするとともに円滑な金融仲介機能を発揮していくため、｢地域金融円滑化のた 

めの基本方針｣を策定し以下の態勢を整備しました。 

１．態勢整備の概要 

○円滑な実施に向けて｢地域金融円滑化のための基本方針｣、｢金融円滑化管理方針｣、｢金融円滑 

化管理規程｣、｢金融円滑化マニュアル｣を策定し取り組んでおります。 

○各営業店及び本部関連業務部署に｢金融円滑化管理担当者｣を配置し取り組んでおります。 

○お客さまからの貸付条件の変更に関するご相談に迅速かつ適切に対応するため、専用の相談受 

付窓口を設置し取り組んでおります。 

○金融円滑化管理にかかるお客さまへの適切な対応を徹底するため｢金融円滑化管理責任者｣を 

選任し取り組んでおります。 

○金融円滑化管理の適切な態勢の整備、確立が行われ、業務の健全性・適切性の観点から有効に 

機能しているかを管理するために、本部の関連部長から構成される｢金融円滑化管理委員会｣を 

設置し取り組んでおります。 

○お客さまへのきめ細やかな経営改善支援を行うために、融資部経営支援課を置いて取り組んで 

おります。 

○お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情に対応するため、総合企画部に直通電話を設置 

し取り組んでおります。（電話番号 0545-53-2054） 

２．お客さまへの経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みの支援態勢 

○継続的な中小企業のお客さまへの訪問等を通じて企業の技術力や販売力といった定性的な情 

報を含む経営状況の把握に努めています。 

○きめ細かな経営相談、経営指導、経営改善計画の策定支援等を通じて積極的に企業・事業再生 

に取組んでいます。 

○ビジネスマッチングやＭ＆Ａに関する情報等、当該金融機関の情報機能やネットワークを活用 

した支援に取組んでいます。 

○ライフサイクル（創業・新規事業、経営改善支援、事業再生、事業継承）に応じた各段階に応 

じてきめ細かい支援に取組んでいます。 

３．ご返済条件に関するご相談窓口 

○お客さまのお取引店までお申し出ください。 

お取引店の担当者が、お客さまのご契約内容やご事情を十分に検討させていただいたうえで、 

適切かつ迅速にご相談に対応いたします。



○中小企業金融円滑化法第４条および第5条に基づく貸付条件の変更等の実施状況について、以下のとおり公表いたします。

【お客さまが中小企業者である場合】

（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 （単位 ： 百万円）

（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 （単位 ： 件）

注：平成21年12月末、平成22年3月末、平成22年6月末、平成22年9月末、平成22年12月末、平成23年3月末の各時点の実績について一部誤りがあったため、平成23年11月8日に修正しました。
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３．貸付条件の変更等の実施状況について

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等のお申込みを受けた貸付
債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

2,090

平成21年12月末

382

うち、信用保証協会等による債務の保証
を受けていた貸付債権のうち実行に係る
貸付債権の額
うち信用保証協会等による債務の保証を
受けていた貸付債権のうち謝絶に係る貸
付債権の額
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【お客さまが住宅資金借入者である場合】
（別表５）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 （単位 ： 百万円）

（別表６）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 （単位 ： 件）

注  ： 上記定義は、｢中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令」
       に基づいております。

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 1 3 5 5

2 2 3うち、審査中の貸付債権の数 1 5 1

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 2 2 2 2
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78 88

平成23年12月末 平成24年3月末
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